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１．対象鳥類の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 
カワウ、イノシシ、カラス、ニホンザル、ツキノワグマ 

ハクビシン、アオサギ、ニホンジカ 

計画期間 令和８年度～令和 10年度 

対象地域 富山県入善町 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和 7年度） 

鳥獣の種類 
被  害  の  現  状 

品   目 被害数値 

カワウ 魚類（主にアユ） ― 56.9万円 

黒部川内水面

漁協協同組合

より 

カラス 
水稲 

野菜（ｼﾞｬﾝﾎﾞｽｲｶ等） 

― 

― 

― 

― 
 

イノシシ 水稲 0.12ha 13.4万円 
 

 

ニホンザル 

野菜 

大豆 

果樹 

― 

― 

0.19ha 

― 

― 

86.8万円 

 

ツキノワグマ 杉（皮剥ぎ） ― ―  

ハクビシン 
野菜 

果樹 

― 

― 

― 

― 

 

 

アオサギ 水稲 ― ―  

ニホンジカ 水稲   ― ―  

※令和８年１月末時点 
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（２）被害の傾向 

○カワウ 

 一級河川の黒部川に放流しているアユなどを食べるために多数のカワウが飛

来している。黒部川流域では、魚の放流により餌が豊富なため、カワウの飛来

数が今後も増加し被害の拡大も懸念される。 

○カラス 

被害は入善町内全域で発生しており、４月から５月には、水稲直播後の食害、

田植後に苗への踏み荒らしが発生している。夏～秋季には野菜の収穫時期を迎

えたものを中心に被害を受けている。また、市街地で、集団で電線や看板等に

群がることによる景観の悪化、糞害や鳴声による生活環境被害も発生している。 

○イノシシ 

 入善町では、平成 22年から農作物被害が確認されるようになった。令和７年

度には舟見地区において、水稲の育成期から収穫期の間に農作物被害が発生し

た。今後も生息数の増加、行動範囲の拡大によるさらなる被害の増加が懸念さ

れる。 

○ニホンザル 

 平成 15年頃から奥山にいたサルが、人家近くまで頻繁に出没するようになり、

野菜・大豆・果樹など収穫前の農作物への被害が発生している。令和７年度に

は墓ノ木地区において、桃の収穫期に農作物被害が発生した。地域住民による

追払いも実施しているが、被害の発生を抑えることが難しい状況である。 

○ツキノワグマ 

 人の生活環境の変化により、奥山と人里の境界がなくなってきている。その

ため、山の木の実が不作の年は、人の生活環境のエリアに出没するようになっ

てきており、人身被害が懸念される。 

○ハクビシン 

ハクビシンの被害は入善町内全域で発生している。家の屋根裏を棲家とし、

糞害をもたらすほか、家庭菜園での収穫前の野菜や果樹への食害が発生してい

る。 

○アオサギ 

 稲の活着期に踏み荒らしによる農作物被害や糞害、鳴声による生活環境被害

が報告されている。 

○ニホンジカ 

 舟見集落近隣において、地域住民から目撃や鳴声の報告があり、生息域の拡

大が確認されている。現在、被害は報告されていないが、今後、農作物被害や

林業被害の発生が懸念される。 
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（３）被害の軽減目標 

指標（被害金額） 現状値（令和７年度） 目標値（令和 10年度） 

カワウ ５６．９万円   ３９．８万円  

カラス ０万円  ０万円  

イノシシ １３．４万円  ９．４万円  

ニホンザル ８６．８万円  ６０．８万円  

ツキノワグマ 

（人身被害） 
０件  ０件  

ハクビシン ０万円   ０万円  

アオサギ ０万円  ０万円  

ニホンジカ ０万円  ０万円  

 

指標（被害面積） 現状値(令和７年度) 目標値(令和 10年度) 

カラス ０ha  ０ha  

イノシシ ０．１２ha  ０．０８ha  

ニホンザル ０．１９ha  ０．１３ha  

ハクビシン ０ha  ０ha  

アオサギ ０ha  ０ha  

ニホンジカ ０ha  ０ha  

 

※令和８年１月末時点 

※令和８年１月末時点 
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（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等に

関する取

り組み 

 入善町、入善町鳥獣被害対策

実施隊、入善町有害鳥獣捕獲隊、

入善町野生鳥獣被害対策連絡協

議会が連携し、被害防止体制の

構築、地域ぐるみで取組の推進。 

入善町有害鳥獣捕獲隊入隊奨

励金交付制度、狩猟免許等更新

支援事業による捕獲隊員の確

保。 

有害鳥獣対策技能向上事業に

よる捕獲にかかる技術向上のた

めの講習会の開催。 

 鳥獣被害対策実施隊、有害鳥

獣捕獲隊による捕獲パトロール

や捕獲檻の導入設置。 

 市町村を跨いで被害を及ぼす鳥

獣に対して、近隣市町との連携が

必要である。 

 

 捕獲従事者の高齢化が進んでい

る。狩猟免許の取得推進や担い手

の確保・育成が必要となってきて

いる。 

防護柵の

設置等に

関する取

組 

 入善町、入善町野生鳥獣被害

対策連絡協議会、地域住民で連

携して整備。 

町単独事業として電気柵資材

費の補助。（1/2補助） 

各種被害対策研修会や講習会

への参加。 

 イノシシの生息数、行動範囲の

拡大による農作物被害の増加及び

人身被害の発生が懸念される。道

路や河川からの侵入が増加してお

り、対応が難しい。 

 

 被害地域の少子高齢化に伴う、

侵入防止柵の維持管理が負担にな

ってきており、非農家も含めた地

域一丸での防止対策を行う必要が

ある。 
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（５）今後の取組方針 

 鳥獣被害の防止のために以下のことを取組方針とする。 

 

①個体数調整 

被害の状況に応じて適正に銃器やわなを使用して個体数調整を行っていく。 

 個体数調整を計画する際に、近隣市町村と協議し、連携して実施する。 

 

②被害防止（侵入防止柵の整備・管理） 

入善町野生鳥獣被害対策連絡協議会、入善町、地域住民が連携して電気柵、

耐雪型侵入防止柵を整備・管理し、人里への侵入防止を図る。 

 

③生息環境の整備 

山際に緩衝帯を設け見晴らしをよくすることで鳥獣の侵入防止を図り、耐雪

型侵入防止柵、電気柵の効果を高める。また、地域住民が主体となって自らが

考え被害防止対策に取り組んでいくため、地域住民を対象とした研修会や説明

会などを開催し、生息環境管理の必要性について、理解を促し、地域一丸とな

って被害を防止するという意識の向上を図る。 

 

これらの対策を効果的に行うために、入善町野生鳥獣被害対策連絡協議会が

中心となって取り組んでいく。 
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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

入善町鳥獣被害対策実施隊 
 入善町有害鳥獣捕獲隊と連携して有害鳥獣の捕

獲及びパトロールを行う。 

入善町有害鳥獣捕獲隊 

 地域住民、農林水産漁業者や JA等の情報をもと

に入善町からの要請により、有害鳥獣の捕獲及び

パトロールを行う。被害を防止または発生した場

合に、わな又は銃猟（ライフル、ハーフライフル

銃を含む銃器）により捕獲を行う。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年 度 対象鳥獣   取 組 内 容 

令和８年度 

カワウ 

カラス 

イノシシ 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

ハクビシン 

アオサギ 

ニホンジカ 

 入善町野生鳥獣被害対策連絡協議会が中心とな

り、捕獲檻の設置や電気柵の整備を行い、地域住民、

鳥獣被害対策実施隊及び有害鳥獣捕獲隊と連携し

ながら、捕獲活動や被害防除を行っていく。引き続

き、入善町有害鳥獣捕獲隊入隊奨励金交付制度、狩

猟免許等更新支援事業を活用しながら、捕獲隊員の

確保に努め、有害鳥獣対策技能向上事業による捕獲

にかかる技術向上のための講習会を行う。 

令和９年度 

カワウ 

カラス 

イノシシ 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

ハクビシン 

アオサギ 

ニホンジカ 

 入善町野生鳥獣被害対策連絡協議会が中心とな

り、捕獲檻の設置や電気柵の整備を行い、地域住民、

鳥獣被害対策実施隊及び有害鳥獣捕獲隊と連携し

ながら、捕獲活動や被害防除を行っていく。引き続

き、入善町有害鳥獣捕獲隊入隊奨励金交付制度、狩

猟免許等更新支援事業を活用しながら、捕獲隊員の

確保に努め、有害鳥獣対策技能向上事業による捕獲

にかかる技術向上のための講習会を行う。 

令和 10年度 

カワウ 

カラス 

イノシシ 

ニホンザル 

ツキノワグマ 

ハクビシン 

アオサギ 

ニホンジカ 

 入善町野生鳥獣被害対策連絡協議会が中心とな

り、捕獲檻の設置や電気柵の整備を行い、地域住民、

鳥獣被害対策実施隊及び有害鳥獣捕獲隊と連携し

ながら、捕獲活動や被害防除を行っていく。引き続

き、入善町有害鳥獣捕獲隊入隊奨励金交付制度、狩

猟免許等更新支援事業を活用しながら、捕獲隊員の

確保に努め、有害鳥獣対策技能向上事業による捕獲

にかかる技術向上のための講習会を行う。 
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（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

○カワウ 

 黒部川内水面漁協による魚の放流により、カワウの餌となる魚が豊富であり、生息数

の増加が予想されるので、継続的に捕獲を行う。 

（捕獲実績 令和 4 年度 0 羽、令和 5 年度 0 羽、令和 6 年度 0 羽、令和 7 年度 0 羽） 

○カラス 

 ４月から８月上旬を中心に、カラスに対して捕獲パトロールを実施する。同時に銃器

が使用できない地域等で檻による捕獲を実施する。 

（捕獲実績  令和 4 年度 411 羽、令和 5 年度 370 羽、令和 6 年度 403 羽、令和 7 年度 343 羽） 

○イノシシ 

イノシシによる農作物被害が継続しており、今後は被害増加が想定されるため、「富

山県イノシシ管理計画」に基づき、計画的な個体数管理を行っていく。 

（捕獲実績 令和 4 年度１頭、令和 5 年度 9 頭、令和 6 年度 7 頭、令和 7 年度 11 頭） 

○ニホンザル 

 サルによる被害は、一部地域に限られているが、住民からの捕獲要請の件数が、増加

傾向にあるため「富山県ニホンザル管理計画」に基づき適切に個体数調整を行う。 

（捕獲実績 令和 4 年度 3 頭、令和 5 年度 3 頭、令和 6 年度 1 頭、令和 7 年度 14 頭） 

○ツキノワグマ 

 富山県が策定した「富山県ツキノワグマ管理計画」の個体数管理の考え方に基づき、

被害を効果的に防除するとともにクマの地域個体群を安定的に維持する観点から、捕獲

は必要最小限の範囲で行うこととしており、入善町もこれに準じる。 

（捕獲実績 令和 4 年度 0 頭、令和 5 年度 0 頭、令和 6 年度 0 頭、令和 7 年度 8 頭） 

○ハクビシン 

 ハクビシンは、銃器による捕獲が難しいため、地域住民からの要請により、必要に応

じて檻による捕獲を実施する。 

（捕獲実績 令和 4 年度 12 頭、令和 5 年度 9 頭、令和 6 年度 0 頭、令和 7 年度 7 頭） 

○アオサギ 

水稲の活着期に被害が集中しているため、４月から６月上旬を中心に捕獲パトロール

を実施し、銃器による捕獲を行う。 

（捕獲実績 令和 4 年度 7 羽、令和 5 年度 7 羽、令和 6 年度 2 羽、令和 7 年度 2 羽） 

○ニホンジカ 

 現在、農作物被害はないが、個体数の増加により被害が発生することが予想されるこ

とから、必要に応じて捕獲を行う。 

（捕獲実績 令和 4 年度 0 頭、令和 5 年度 1 頭、令和 6 年度 0 頭、令和 7 年度 0 頭） 

※令和７年度捕獲実績は令和８年１月末時点 
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対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 

カワウ 20羽 20羽 20羽 

カラス 800羽 800羽 800羽 

イノシシ 40頭 40頭 40頭 

ニホンザル ※1 ※1 ※1 

ツキノワグマ ※2 ※2 ※2 

ハクビシン 10頭 10頭 10頭 

アオサギ 20羽 20羽 20羽 

ニホンジカ 10頭 10頭 10頭 

※1 ニホンザルについては、富山県ニホンザル管理計画に準じる。 

※2 ツキノワグマについては、富山県ツキノワグマ管理計画に準じる。 

 

捕獲等の取組内容 

 春期から秋期の農林水産物被害が多発する期間を中心に、銃器と檻の併用に

より捕獲を行う。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 ツキノワグマやイノシシ等の大型獣が出没した場合に、散弾銃では半矢とな

る可能性がある場合や、散弾銃では射程距離が届かない場合に、ライフル、ハ

ーフライフル銃を使用する必要がある。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

 該当なし  該当なし 
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４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 

ニホンザル 

イノシシ 
－ － ― 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和 8年度 

ニホンザル 

カラス 

イノシシ 

ツキノワグマ 

被害地域での対策協議や現地研修会の開催。 

緩衝帯（舟川）や里山の草刈りの実施。 

クマ注意喚起チラシの配布。 

ロケット花火、爆竹等による追払い。 

令和 9年度 

ニホンザル 

カラス 

イノシシ 

ツキノワグマ 

被害地域での対策協議や現地研修会の開催。 

緩衝帯（舟川）や里山の草刈りの実施。 

クマ注意喚起チラシの配布。 

ロケット花火、爆竹等による追払い。  

令和 10年度 

ニホンザル 

カラス 

イノシシ 

ツキノワグマ 

被害地域での対策協議や現地研修会の開催。 

緩衝帯（舟川）や里山の草刈りの実施。 

クマ注意喚起チラシの配布。 

ロケット花火、爆竹等による追払い。  

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産にかかる被害が生じ、又は生じ

る恐れがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

構成機関の名称 役割 

富山県自然保護課 緊急捕獲等の許可、関係機関への情報提供。 

入善町鳥獣被害対策実施隊 出没時の緊急パトロール及び住民への周知等。 

入善町有害鳥獣捕獲隊 出没時の緊急パトロール及び捕獲活動。 

入善警察署 
出没時の緊急パトロール及び住民の避難誘導。警職

法の適用が必要な場合における判断及び命令。 

自治振興会及び町内会 住民への注意喚起。 

入善町教育委員会 入善町内の各学校への注意喚起。 

入善町がんばる農政課 
上記関係機関との連絡、調整、住民への注意喚起。 

必要に応じて緊急銃猟の判断及び命令。 
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（２）緊急時の連絡体制 
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６．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）被害防止対策協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 入善町野生鳥獣被害対策連絡協議会 

構成機関の名称 役割 

入善町 
被害の防止対策方法やその手法の提供や関係機関と

の連絡調整 

富山県鳥獣保護管理員 野生鳥獣の生態系の情報提供や個体調整の指導 

入善町議会 集落ぐるみによる自衛体制づくり促進や情報提供 

消防分団長 
地域住民の安全の確保と自衛体制づくりの推進及び

入善消防署との連絡調整 

生産森林組合長 
山林での鳥獣の被害状況の把握や被害防止対策の指

導 

生産組合長代表 集落ぐるみによる自衛体制づくり促進 

区長会 集落ぐるみによる自衛体制づくり促進 

みな穂農業協同組合 農作物被害状況の把握や被害防止対策の指導 

入善町鳥獣被害対策実施隊 
有害鳥獣関連の情報収集提供、有害鳥獣による被害状

況調査、被害防止に関する指導 

入善町有害鳥獣捕獲隊 銃器と檻による捕獲や出没の把握、捕獲体制の整備 

入善町猟友会 銃器と檻による捕獲や出没の把握、捕獲の安全指導 

富山県入善警察署舟見駐在

所 
人身被害等の情報収集、連絡体制の構築 

黒部川内水面漁業協同組合 

入善支部 
水産漁業の被害状況の把握や被害防止対策の指導 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

北陸農政局 
有害鳥獣関連の情報提供 

被害防止技術の情報提供 

富山県自然保護課 

有害鳥獣関連の情報提供 

被害防止技術の情報提供 

指定管理鳥獣捕獲等事業との連携 

富山県農村振興課 
有害鳥獣関連の情報提供 

被害防止技術の情報提供 

新川農林振興センター 
有害鳥獣関連の情報提供 

被害防止技術の情報提供 
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（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

鳥獣被害対策実施隊が中心となって、捕獲、被害防止策の普及啓発等、入善

町内の被害対策についての取り組みを進めていく。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 実施隊を中心とし、集落、地域住民が一体となった取り組みを展開し、被害

の逓減に努めていく。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 鳥獣の処理については、捕獲現場での埋設・処理施設での焼却・学術研究（発

信機の設置、サンプル採取）を行う。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

 食肉として活用可能な捕獲個体については、自家消費として利用する。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 その他の被害防止策として、講演会、情報交換会、現地研修などを開催し、

被害防止対策方法の普及啓発に努める。 

 


